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報　

酬　

①
月
額　

万
６
千　

円

２２

８００

～　

万
３
千
円
（
資
格
に
よ
っ
て

２４
異
な
り
ま
す
）
②
月
額　

万
６
千

１５

　

円
③
時
給
千　

円

２００

２００

※　

別
途
通
勤
に
要
す
る
経
費
を

条
件
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

資
格
等
要
件　
　

歳
定
年
制
の
た

６５

め
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
に

２５

生
ま
れ
た
方
（
①
に
つ
い
て
は
、

精
神
保
健
福
祉
士
、
看
護
師
、
保

健
師
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す

る
方
）

※　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

採
用
予
定
人
数　

①
②
各
１
人
③

若
干
名

面
接
試
験
日　

４
月　

日
（
金
）

１７

採
用
予
定
日　

５
月
１
日
（
金
）

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　

４
月　

日
（
金
）
ま
で
の
午

１０

前
８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時

３０

～
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）
に
職
員
課
（
市
役
所
本
庁
舎

１
階
）
で
。
郵
送
に
よ
る
応
募

（
９
日
必
着
）も
受
け
付
け
ま
す
。

※　

要
項
は
、
配
布
期
間
中
に
限

り
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
で
も
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

問
合
先　

職
員
課
人
事
研
修
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎

１８４

　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

 　

平
成　

年
度
の
後
期
高
齢
者
医

２７

療
保
険
料
お
よ
び
国
民
健
康
保
険

税
が
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

と
な
る
方
の
保
険
料
（
税
）
は
、

６
月
以
降
、
前
年
分
（
平
成　

年
２６

１
月
～　

月
）
の
所
得
状
況
を
確

１２

認
し
、
年
額
を
決
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
４
・
６
・
８
月
の

特
別
徴
収
は
、
前
年
度
の
保
険
料

（
税
）
額
に
よ
り
仮
の
徴
収
額
で

行
う
「
仮
徴
収
」
に
な
り
ま
す
。

※　

普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座

振
替
で
納
付
）
の
方
は
、
仮
徴

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収

４
・
６
・
８
月
は
仮
徴
収

期
で
す

収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
平
成　

年
２
月
に
特
別
徴
収
と

２７

　

な
っ
て
い
た
方
】

　

仮
徴
収
額
は
、
平
成　

年
２
月

２７

の
特
別
徴
収
額
と
同
額
で
す
。

　

た
だ
し
、国
民
健
康
保
険
税
は
、

平
成　

年
度
途
中
に　

歳
に
な
る

２７

７５

方
が
い
る
世
帯
、
平
成　

年
２
月

２７

の
時
点
で　

歳
未
満
の
方
が
い
る

６５

世
帯
に
は
仮
徴
収
を
行
い
ま
せ
ん
。

【
平
成　

年
４
月
か
ら
新
た
に

２７

　

特
別
徴
収
と
な
る
方
】

　

仮
徴
収
額
は
、
平
成　

年
度
の

２６

保
険
料
（
税
）
を
年
金
支
払
い
回

数
（
６
回
）
で
除
し
て
得
た
額
で

す
。
平
成　

年
度
の
保
険
料

２６

（
税
）
賦
課
額
が　

か
月
分
に
満

１２

た
な
い
場
合
は
、　

か
月
分
と
し

１２

て
計
算
し
た
額
で
す
。

　

ま
た
、　

月
以
降
の
徴
収
額
は
、

１０

７
月
に
決
定
す
る
平
成　

年
度
保

２７

険
料
（
税
）
の
年
額
か
ら
仮
徴
収

合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
で
す
。

問
合
先　

保
険
年
金
課
国
保
税
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
２
）
、
高

０４２

３８７

齢
者
医
療
係
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

３
４
）

 　

４
月
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
１
万
５
千　

円
（
付
加
込
み

５９０

は
１
万
５
千　

円
）
で
す
。

９９０

　

第
１
号
被
保
険
者
、
任
意
加
入

被
保
険
者
の
方
に
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
納
付
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
方
は
、
前
納
ま
た

は
毎
月
納
付
（
当
月
末
振
替
に
よ

る
早
割
）
の
４
月
分
が
４
月　

日
３０

に
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

【
退
職
し
た
方
（　

歳
未
満
）
は

６０

国
民
年
金
の
手
続
き
を
】

　

次
の
必
要
書
類
を
持
参
し
、
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
等　

▽
退
職
日
が
確
認

で
き
る
も
の
（
離
職
票
、
退
職
証

明
書
、
社
会
保
険
・
厚
生
年
金
資

格
喪
失
証
明
書
な
ど
）
▽
年
金
手

帳　

▽
印
鑑

【
学
生
納
付
特
例
は

平
成　

年
度

２７

国
民
年
金
保
険
料

　

毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
】

　

収
入
が
少
な
く
、
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
学
生
の
方
に

は
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
に
申
請
し
、
引
き

２６

続
き
平
成　

年
度
も
希
望
す
る
場

２７

合
は
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
申
請
書
が

送
付
さ
れ
た
方
は
、
必
要
事
項
を

明
記
し
、
日
本
年
金
機
構
に
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を
お
持

ち
で
な
い
方
は
、
市
保
険
年
金
課

窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
等　

▽
年
金
手
帳　

▽

学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書　

▽

前
年
所
得
が
あ
る
方
は
、
そ
の
所

得
が
確
認
で
き
る
書
類
（
課
税
証

明
書
、
源
泉
徴
収
票
、
確
定
申
告

書
の
写
し
等
）
▽
印
鑑

問
合
先　

保
険
年
金
課
国
民
年
金

係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
４
４
）

３８７

 　

詳
細
は
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

選
定
方
式　

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
（
企

画
提
案
）
方
式

募
集
要
項
配
布　

４
月
１
日

（
水
）
か
ら
、
環
境
政
策
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
で
配
布
す

る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

申　

込　

４
月　

日
ま
で
に
、
直

２３

接
、
環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
１
７
）
へ
。

３８７

 
【
閲　

覧
】

　

ご
自
分
の
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
評
価
額
等
が
確
認
で
き
ま

す
。

対　

象　

納
税
義
務
者
と
そ
の
同

居
の
親
族
、
納
税
管
理
人
、
納
税

義
務
者
本
人
の
委
任
状
を
有
す
る

代
理
人
。
借
地
人
は
当
該
土
地
、

環
境
配
慮
住
宅
型
研
修
施

設
管
理
・
運
営
支
援
業
務

委
託
事
業
者
募
集

平
成　

年
度
課
税
台
帳
の

２７

閲
覧
・
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

借
家
人
は
当
該
家
屋
お
よ
び
そ
の

土
地
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

【
縦　

覧
】

　

市
内
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

等
を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

対　

象　

納
税
者
（
市
内
の
土
地

に
課
税
さ
れ
て
い
る
方
は
土
地
の

縦
覧
帳
簿
、
家
屋
に
課
税
さ
れ
て

い
る
方
は
家
屋
の
縦
覧
帳
簿
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
）
と
同
居
の

親
族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
者
本

人
の
委
任
状
を
有
す
る
代
理
人

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

と　

き　

４
月
１
日
（
水
）
～
６

月
１
日
（
月
）
の
午
前
８
時　

分
３０

～
午
後
５
時
（
土
曜
・
日
曜
・
祝

日
を
除
く
）

※　

閲
覧
は
、
６
月
２
日
以
降
も

可
能
で
す
。

費　

用　

無
料
（
借
地
・
借
家
人

の
方
お
よ
び
縦
覧
期
間
後
の
閲
覧

は
有
料
）

そ
の
他　

▽
本
人
を
確
認
で
き
る

も
の
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険

証
、
納
税
通
知
書
等
）
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
▽
借
地
・
借
家
人

の
方
が
閲
覧
す
る
際
は
、
借
地
・

借
家
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
書
類
（
賃
貸
借
契
約
書
等
）
が

必
要
で
す
。

閲
覧
・
縦
覧
場
所
・
問
合
先　

資

産
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階

☎　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 
〈
都
市
計
画
公
園
事
業
第 

２
・
２
・　

号
小
長
久
保 

１２

公
園
の
認
可
に
係
る 

図
書
〉

施
行
期
間　

平
成　

年
３
月　

日

３０

３１

縦
覧
期
間　

事
業
施
行
期
間
終
了

ま
で

〈
都
市
計
画
変
更
に
伴
う 

関
係
図
書
〉

対
象
都
市
計
画　

▽
小
金
井
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針　

▽
小

金
井
都
市
計
画
住
宅
市
街
地
の
開

発
整
備
の
方
針

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧

　

今
年
度
の
委
員
募
集
・
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集
の
時
期
等

は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
も
時
期
等

が
未
定
の
た
め
掲
載
し
て
い
な
い

審
議
会
・
施
策
等
が
あ
り
ま
す

が
、
委
員
を
募
集
す
る
審
議
会
等

や
意
見
を
募
集
す
る
施
策
等
が
あ

る
場
合
は
、
別
途
市
報
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

審
議
会
・
施
策
の
内
容
等
は
、

直
接
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

企
画
政
策
課
企
画
政
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
０
０
）

０４２

３８７

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

平成２７年度審議会等委員の公募予定一覧
担当課募集時期募集

人数審議会等の名称

企画政策課（☎３８７−９８００）５月５人市民参加推進会議
企画政策課（☎３８７−９８２６）６月３人行財政改革市民会議
企画政策課（☎３８７−９８５３）１０月５人男女平等推進審議会

広報秘書課（☎３８７−９８１８）未定３人平和施策検討委員会（新
設）

総務課（☎３８７−９９２６）８月４人情報公開・個人情報保護審
議会

地域安全課（☎３８７−９８０６）１１月７人安全・安心まちづくり協議
会

経済課（☎３８７−９８３１）４月３人産業振興プラン策定委員会
保険年金課（☎３８７−９８３３）６月２人国民健康保険運営協議会
介護福祉課（☎３８７−９８２２）６〜７月８人介護保険運営協議会

健康課（☎３２１−１２４０）１０月５人市民健康づくり審議会
１０月５人食育推進会議

子育て支援課（☎３８７−９８３６）６月３人子ども・子育て会議
生涯学習課（☎３８７−９８７９）６月３人社会教育委員の会議
図書館（☎３８３−１１３８）８月３人図書館協議会
公民館（☎３８３−１１８４）６月３人公民館運営審議会

平成２７年度パブリックコメント実施予定の施策等一覧
担当課募集時期施策等の名称

企画政策課（☎３８７−９８００）１０〜１１月第４次基本構想・後期基本計画

企画政策課（☎３８７−９８２６）１２月〜
平成２８年１月第４次行財政改革大綱

経済課（☎３８７−９８３１）１２月産業振興プラン

都市計画課（☎３８７−９８５９）５〜６月
東京における都市計画道路の整
備方針（第四次事業化計画）中
間のまとめ（案）

庶務課（☎３８７−９８７２）未定（仮称）明日の小金井教育プラ
ン（改訂）

生涯学習課（☎３８７−９８７９）１２月第３次生涯学習推進計画
※　表中、電話番号は市外局番０４２を省略しています。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

縦
覧
時
間　

午
前
８
時　

分
～
正

３０

午
、
午
後
１
時
～
５
時
（
土
曜
・

日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
・
問
合
先　

都
市
計
画

課
都
市
計
画
係
（
市
役
所
第
二
庁

舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８
５
９
）

０４２

３８７

 
測
定
日　

毎
週
水
曜
・
金
曜
日

（
１
日
２
件
ま
で
）

と
こ
ろ　

上
之
原
会
館

測
定
内
容　

セ
シ
ウ
ム　

と
セ
シ

１３４

ウ
ム　

の
合
計
数
値
（
ベ
ク
レ

１３７

ル
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
（
営
利
目
的
は
除
く
）

測
定
者　

小
金
井
市
放
射
能
測
定

４
月
１
日
か
ら

食
品
の
放
射
能
測
定
を

再
開
し
ま
す

器
運
営
連
絡
協
議
会

申
込
方
法　

電
話
で
経
済
課
へ
予

約
し
、
後
日
、
指
定
日
の
午
前
９

時
に
食
品
約　

㏄
（
細
か
く
砕
い

２００

た
状
態
）
を
直
接
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

測
定
結
果　

後
日
、
協
議
会
か
ら

申
込
者
に
直
接
通
知
し
、
食
品
も

お
返
し
し
ま
す
。
な
お
、
測
定
後

は
食
品
と
し
て
は
利
用
で
き
ま
せ

ん
。

問
合
先　

経
済
課
消
費
生
活
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

 　

平
成　

年
４
月
１
日
に
、
行
政

２７

手
続
法
と
行
政
手
続
条
例
が
改
正

さ
れ
ま
す
。

　

行
政
手
続
法
等
は
、
行
政
が
行

行
政
手
続
法
お
よ
び
行
政
手

続
条
例
が
改
正
さ
れ
ま
す

う
さ
ま
ざ
ま
な
処
分
（
例
＝
許
可

申
請
に
対
し
て
許
可
す
る
・
し
な

い
と
い
う
処
分
、
許
可
を
取
り
消

す
処
分
な
ど
）
や
、
行
政
指
導
の

手
続
き
を
定
め
た
も
の
で
す
。

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
皆
さ
ん

の
権
利
利
益
の
保
護
の
充
実
の
た

め
、
次
の
よ
う
な
手
続
き
が
整
備

さ
れ
ま
す
。

▽　

法
令
に
違
反
す
る
事
実
の
是

正
の
た
め
の
処
分
ま
た
は
行
政

指
導
を
求
め
る
際
の
手
続
き

▽　

違
法
な
行
政
指
導
の
中
止
等

を
求
め
る
際
の
手
続
き

▽　

行
政
指
導
を
す
る
際
に
許
認

可
等
の
権
限
を
行
使
し
う
る
旨

を
示
す
と
き
は
、
そ
の
根
拠
等

の
明
示
を
義
務
づ
け

問
合
先　

総
務
課
庶
務
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
０
５
）

３８７

平平平平平平平平平平
成成成成成成成成成成

年年年年年年年年年年
度度度度度度度度度度
市市市市市市市市市市
民民民民民民民民民民
公公公公公公公公公公
募募募募募募募募募募

平
成　

年
度
市
民
公
募
・・・・・・・・・・・

２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７２７

パパパパパパパパパパ
ブブブブブブブブブブ
リリリリリリリリリリ
ッッッッッッッッッッ
クククククククククク
ココココココココココ
メメメメメメメメメメ
ンンンンンンンンンン
トトトトトトトトトト

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
ををををををををををを

予予予予予予予予予予
定定定定定定定定定定
しししししししししし
てててててててててて
いいいいいいいいいい

予
定
し
て
い
るるるるるるるるるるる

審審審審審審審審審審
議議議議議議議議議議
会会会会会会会会会会
・・・・・・・・・・
施施施施施施施施施施
策策策策策策策策策策

審
議
会
・
施
策
等等等等等等等等等等等

勤
務
時
間　

月
曜
～
土
曜
日
の
う

ち
週
２
日
（
割
り
振
り
は
所
属
長

が
定
め
る
）
午
前
８
時　

分
～
午

３０

後
５
時

報　

酬　

月
額　

万　

円

１０

９００

※　

別
途
通
勤
に
要
す
る
経
費
を

条
件
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

資
格
等
要
件　

▽　

歳
定
年
制
の

６５

た
め
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降

２５

に
生
ま
れ
た
方　

▽
臨
床
心
理
士

資
格
を
有
す
る
方

※　

国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

採
用
予
定
人
数　

１
人

面
接
試
験
日　

４
月　

日
（
木
）

２３

採
用
予
定
日　

５
月
１
日
（
金
）

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　

４
月　

日
（
火
）
ま
で
の
午

２１

前
８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時

３０

～
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）
に
庶
務
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
７
階
）
で
。
郵
送
に
よ
る
応
募

（　

日
必
着
）も
受
け
付
け
ま
す
。

２１
※　

要
綱
は
配
布
期
間
中
に
限

り
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
先　

庶
務
課
庶
務
係
（
〒　
１８４

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
７
２
）

 
業
務
名　

①
生
活
保
護
受
給
者
退

院
促
進
業
務
②
保
育
園
給
食
調
理

業
務
③
保
育
士
補
助
業
務

勤
務
時
間　

①
月
曜
～
金
曜
日
の

う
ち
週
４
日
、
午
前
８
時　

分
～

３０

午
後
５
時
②
週
４
日
ま
た
は
５

日
、
週　

時
間
勤
務
（
ロ
ー
テ
ー

３０

シ
ョ
ン
に
よ
り
土
曜
日
の
勤
務
あ

り
）
③
週
５
日
、
月
曜
～
金
曜
日

午
前
７
時
～　

時
ま
た
は
午
後
３

１１

時　

分
～
７
時
の
間
で
１
日
１
・

３０
５
～
３
時
間
勤
務
、
週　

時
間
程

１５

度
（
必
要
に
応
じ
土
曜
日
の
勤
務

あ
り
）

非
常
勤
嘱
託
職
員
募
集

非
常
勤
嘱

非
常
勤
嘱
託託

職
員
募

職
員
募
集集

教
育
相
談
員

教
育
相
談
員
ＣＣ


